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所
得
判
定
は
毎
年
８
月
１
日
を
基
準

に
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

外
来
や
入
院
な
ど
で
、
同
じ
月
内
の

自
己
負
担
額
が
限
度
額
を
超
え
た
場

合
、
後
日
申
請
し
て
老
人
保
健
か
ら
払

い
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

高
額
医
療
費
が
支
給
さ
れ
る
人
に
は
、

受
診
月
の
２
〜
３
カ
月
後
に
「
該
当
通

知
書
」
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
通
知
が

届
い
た
人
は
、
早
め
に
保
険
年
金
課
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
住

民
税
非
課
税
に
該
当
す
る
人
は
、
限
度

額
が
減
額
さ
れ
ま
す
の
で
、
負
担
額
減

額
認
定
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

転
入
や
転
居
な
ど
に
よ
り
世
帯
構
成

な
ど
が
変
わ
っ
た
り
、
加
入
し
て
い
る

医
療
保
険
証
が
変
わ
っ
た
り
し
た
場
合

は
、
届
け
出
が
必
要
で
す（
左
表
参
照
）。

正
し
い
医
療
費
の
支
払
請
求
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
届
け
出
を
忘
れ

ず
に
お
願
い
し
ま
す
。

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、

75
歳（
一
定
の
障
害
が
あ
る
と
認
定
さ

れ
た
場
合
は
65
歳
以
上
）に
な
る
と
、

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
の
資
格
に
加

え
て
老
人
保
健
の
適
用
が
受
け
ら
れ
、

お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
の
一
部
負

担
金
が
収
入
に
応
じ
て
１
割
ま
た
は
２

割
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
昭
和
７
年
９
月
30
日
以
前

生
ま
れ
の
人
は
、
従
来
ど
お
り
老
人
保

健
の
対
象（
一
定
の
障
害
が
あ
り
、
市

長
の
認
定
を
受
け
た
65
歳
以
上
の
人
も

同
様
）で
す
。

ま
た
、
昭
和
７
年
10
月
１
日
以
降
に

生
ま
れ
た
人
は
、
75
歳
に
な
る
ま
で
は

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
か
ら
高
齢
受

給
者
証
が
交
付
さ
れ
、
収
入
に
応
じ
一

部
負
担
金
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
は
、
窓

口
に
健
康
保
険
証
、
健
康
手
帳
、
老
人

医
療
受
給
者
証
を
必
ず
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

老
人
保
健
制
度
は
、
世
帯
や
所
得
の

状
況
に
よ
り
、
自
己
負
担
割
合
が
１
割

と
２
割
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
老
人
医

療
受
給
者
証
が
な
い
と
負
担
割
合
の
正

し
い
判
定
が
で
き
ま
せ
ん
。

◆
入
院
し
た
と
き
は

次
に
該
当
す
る
人
は
「
老
人
医
療
の

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」
を
医
療
機
関
に
提
示
す
れ
ば
、
入

院
時
の
自
己
負
担
額
お
よ
び
食
費
負
担

が
減
額
さ
れ
ま
す
。
こ
の
認
定
証
は
、

保
険
年
金
課
に
申
請
し
、
認
定
さ
れ
た

場
合
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

"

住
民
税
非
課
税
の
世
帯
に
属
す
る

人（
住
民
税
非
課
税
Ⅰ
）と
、
そ
の

う
ち
世
帯
員
の
所
得
が
な
い
人
ま

た
は
年
金
収
入
だ
け
の
場
合
65
万

円
未
満
で
あ
る
人（
住
民
税
非
課
税

Ⅱ
）

医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
は
、
か
か

っ
た
医
療
費
の
１
割
ま
た
は
一
定
以
上

所
得
者
は
２
割
を
負
担
し
ま
す
。

た
だ
し
、
入
院
の
場
合
は
限
度
額
が

あ
り
ま
す
。

"

一
定
以
上
所
得
者
と
は

同
一
世
帯
に
一
定
の
所
得
以
上（
市

民
税
課
税
所
得
が
１
２
４
万
円
以
上
）

の
70
歳
以
上
の
人
ま
た
は
老
人
保
健
対

象
者
が
い
る
人
。

た
だ
し
、
一
定
所
得
以
上
で
も
70
歳

以
上
の
人
お
よ
び
老
人
保
健
対
象
者
の

収
入
の
合
計
が
、
一
定
額
未
満（
70
歳

以
上
の
人
お
よ
び
老
人
保
健
対
象
者
が

一
人
の
世
帯
の
場
合
は
年
収
４
５
０
万

円
未
満
、
二
人
以
上
の
世
帯
の
場
合
は

世
帯
の
年
収
６
３
７
万
円
未
満
）で
あ

る
こ
と
を
申
請
し
認
定
さ
れ
た
場
合
は

１
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
の

一
部
負
担
金
が
軽
減
さ
れ
ま
す

老
人
保
健

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
1
20-

１

５
２
６
）へ
。

老
人
保
健
と
は

お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
は

窓
口
で
支
払
う
お
金
は

高
額
医
療
費
が
支
給
さ
れ
ま
す

こ
ん
な
と
き
に
は
届
け
出
を

こんなときには届け出を 届け出に必要なもの

転入してきたとき
健康保険証・負担区分証明
書

転出するとき

医療受給者証・国民健康
保険証・介護保険証

死亡したとき

住所が変わったとき

医療保険の変更およびそう失
（記号番号変更含む）

健康保険証（社会保険証
など）・医療受給者証

65歳以上で寝たきりなどに
なったとき

印鑑・健康保険証と身体
障害者手帳・障害年金証
書・診断書のいずれかの
書類

医療受給者証をなくした
とき

健康保険証
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成
田
税
務
署
で
は
、
所
得
税
還
付
申

告
書
の
「
自
書
説
明
会
」
を
行
い
ま

す
。こ

れ
は
、
次
の
申
告
書
を
自
分
で
作

成
す
る
た
め
の
説
明
会
で
、
当
日
会
場

で
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

な
お
、
個
別
で
の
申
告
相
談
は
行
い

ま
せ
ん
。

●
給
与
所
得
の
み
の
人
の
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
ま
た
は
医
療
費
控

除
に
よ
る
還
付
申
告
書

●
公
的
年
金
所
得
の
み
、
ま
た
は
公

的
年
金
と
給
与
所
得
の
み
の
人
の

還
付
申
告
書

自
書
説
明
会
の
日
程
は
下
表
の
と
お

り
で
す
。
中
途
入
場
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
開
始
時
刻
ま
で
に
必
ず
受
け
付
け

を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
受
け
付

け
の
混
雑
状
況
に
よ
っ
て
は
早
め
に

締
め
切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
参
加
者
全
員
が
持
参
す
る
も
の

①
筆
記
用
具
②
計
算
機
③
印
鑑
④

還
付
金
の
振
込
先
の
分
か
る
も
の
⑤

社
会
保
険
料
控
除
や
生
命
保
険
料
控

除
な
ど
が
あ
る
人
は
そ
の
証
明
書

◆
給
与
所
得
の
み
の
人
は

"

医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
…
平
成

15
年
分
源
泉
徴
収
票
の
原
本（
コ
ピ

ー
は
不
可
）、
医
療
費
の
領
収
書
、

保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金

額
が
分
か
る
書
類

"

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る

人
…
平
成
15
年
分
源
泉
徴
収
票
の
原

本（
コ
ピ
ー
は
不
可
）、
住
民
票（
本

人
の
も
の
）、
住
宅
取
得
資
金
に
係

る
借
入
金
の
年
末
残
高
証
明
書
、
登

記
事
項
証
明
書
、
売
買
契
約
書
ま
た

は
請
負
契
約
書
の
写
し（
土
地
な
ど

の
取
得
が
あ
る
場
合
に
は
、
土
地
の

登
記
事
項
証
明
書
と
売
買
契
約
書
の

写
し
も
必
要
）な
ど

◆
公
的
年
金
の
み
の
人
は

平
成
15
年
分
公
的
年
金
な
ど
の
源

泉
徴
収
票
の
原
本（
コ
ピ
ー
は
不
可
）

◆
公
的
年
金
と
給
与
所
得
の
両
方
あ
る

人平
成
15
年
分
の
公
的
年
金
と
給
与

の
源
泉
徴
収
票
の
原
本（
そ
れ
ぞ
れ
コ

ピ
ー
は
不
可
）

市
立
の
学
校
へ
の
就
学
は
、
あ
ら

か
じ
め
定
め
ら
れ
た
就
学
区
域（
学
区
）

の
学
校
に
通
学
す
る
の
が
原
則
と
な

っ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
児
童
生
徒
の
具
体
的
な
事

情（
左
表
参
照
）に
則
し
て
、
相
当
と
認

め
る
と
き
は
、
保
護
者
の
申
し
立
て
に

よ
り
指
定
校
変
更
や
区
域
外
就
学
が
認

め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

"

指
定
校
変
更
…
市
内
に
住
む
児
童
生

徒
に
対
し
て
、
定
め
ら
れ
た
就
学
区

域（
学
区
）以
外
の
成
田
市
立
小
中
学

校
へ
の
通
学
を
認
め
る
制
度

"

区
域
外
就
学
…
市
外
の
市
町
村
に

住
む
児
童
生
徒
に
対
し
て
、
成
田

市
立
小
中
学
校
へ
の
通
学
を
認
め

る
制
度

新
年
度
か
ら
こ
の
制
度
を
利
用
し

た
い
人
は
、
早
め
に
申
し
出
て
く
だ

さ
い
。

就
学
区
域
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（http://city.narita.chiba.jp

）で

も
公
開
し
て
い
ま
す
。

還
付
申
告
書
が
自
分
で
作
成
で
き
ま
す

所
得
税
申
告
書
の
自
書
説
明
会

※
市
・
県
民
税
の
申
告
や
そ
の
ほ
か
の

所
得
税
の
確
定
申
告
に
つ
い
て
は

「
広
報
な
り
た
」
２
月
１
日
号
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
く
わ
し
く
は
成
田
税
務

署（
1
28-

５
１
５
１
）
ま
た
は
市
税

務
課（
1
20-

１
５
１
３
）へ
。

会
場
に
持
参
す
る
も
の

対象者会場日時

給与所得者で住宅借入金等特別控
除の申告をする人（年末調整済み）

年金のみまたは給与と年金が両方
あり、住宅借入金等特別控除以外
の理由で還付申告をする人

市役所6階
大会議室

午前9時30分～
正午

2月6日
（金） 午後1時～

3時30分

給与所得者で医療費控除の申告を
する人（年末調整済み）

年金のみまたは給与と年金が両方
あり、住宅借入金等特別控除以外
の理由で還付申告をする人

市体育館
会議室

午前9時30分～
正午

2月10日
（火） 午後1時～

3時30分

児
童
生
徒
の
事
情
に
よ
り

指
定
校
変
更
や
区
域
外
就
学
が

小
中
学
校
の
就
学
区
域

※
申
請
手
続
き
や
添
付
書
類
な
ど
く
わ
し

く
は
学
務
課（
1
20-

１
５
８
１
）へ
。

具体的な事情の例

区域外就学指定校変更理由

地理的条件や通学路の安全に関するもの
下校後の小学生を祖父母などが養育する場合
学童保育所に通う場合
住宅の建て替え・購入などに関するもの
最終学年（小6、中3）になってからの
住所変更
家庭の事情により住民票の異動が困難
である場合
海外帰国子女および外国人子女学級へ
入級を希望する場合
児童生徒の身体的理由に関するもの
終業式･修了式まで40日未満の場合
いじめなどにより心身の安全が脅かさ
れるような場合
市外転居で心身への多大な悪影響が懸
念される場合
小・中学校へ入学した後の市内転居に
よるもの
兄弟姉妹の指定校変更に伴うもの
兄弟姉妹の特殊学級就学に伴うもの

○
○
○
○

○

○

○

○
○

○

○

○
○

○

○

○

○

○
○

○

○

還付申告書を自分で作ろう



Ｕ
Ｈ
Ｆ
テ
レ
ビ
中
継
局
の

チ
ャ
ン
ネ
ル
が
変
わ
り
ま
す

地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送

昨
年
12
月
１
日
に
首
都
圏
で
「
地
上

デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
」
が
開
始
さ
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
拡
充
を
図
る
た
め
、

現
在
ア
ナ
ロ
グ
で
放
送
さ
れ
て
い
る
Ｕ

Ｈ
Ｆ
テ
レ
ビ
中
継
局
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が

一
部
変
更
に
な
り
ま
す
。
変
更
の
内
容

は
、
左
表
の
通
り
で
す
。

佐
原
局
を
ご
覧
の
み
な
さ
ん
へ

佐
原
局
か
ら
放
送
さ
れ
て
い
る
８
つ

の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
す
べ
て
変
更
に
な
り

ま
す
。

佐
原
局
を
ご
覧
の
家
庭
な
ど
に
は
、

昨
年
11
月
か
ら
工
事
申
請
書
と
返
信
用

封
筒
が
発
送
さ
れ
て
い
ま
す
。
受
信
対

策
セ
ン
タ
ー
で
は
、
申
請
者
か
ら
の
書

類
到
着
後
、
順
次
工
事
日
程
の
調
整
を

行
い
、
１
月
20
日
ご
ろ
か
ら
工
事
を
開

始
す
る
予
定
で
す
。

書
類
が
届
い
て
い
な
い
場
合
や
、
不

明
な
点
が
あ
る
と
き
は
、「
お
問
合
せ

先
」
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

一
般
家
庭
の
工
事
に
一
切
負
担
は

あ
り
ま
せ
ん

一
般
家
庭
の
テ
レ
ビ
受
信
機
の
チ
ャ

ン
ネ
ル
変
更
に
関
し
て
は
、
国
の
費
用

で
行
わ
れ
る
の
で
、
対
策
工
事
に
係
わ

る
費
用
の
負
担
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

自
分
で
チ
ャ
ン
ネ
ル
変
更
す
る
場

合
は
連
絡
を

テ
レ
ビ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
変
更
操
作
自

体
は
、
リ
モ
コ
ン
を
使
っ
て
の
簡
単
な

設
定
な
の
で
、
自
分
で
行
う
こ
と
も
で

き
ま
す
が
、
ア
ン
テ
ナ
の
取
り
替
え
を

必
要
と
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
自
分

で
変
更
設
定
を
行
う
場
合
は
、
あ
ら
か

じ
め
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

事
業
所
な
ど
は

事
業
所
、
ホ
テ
ル
、
旅
館
、
商
店
な

ど
、
日
常
生
活
の
場
以
外
で
使
用
し
て

い
る
テ
レ
ビ
に
つ
い
て
は
、
各
事
業
所

な
ど
の
負
担
で
受
信
チ
ャ
ン
ネ
ル
変
更

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
該
当
者
に
は
、

チ
ャ
ン
ネ
ル
変
更
の
内
容
案
内
と
対
策

依
頼
の
書
類
を
お
届
け
し
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

江
戸
崎
局
・
成
田
局
の
工
事
は

江
戸
崎
局
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
変
更
工
事

は
４
月
ご
ろ
か
ら
、
ま
た
、
成
田
局
は

５
月
ご
ろ
か
ら
開
始
の
予
定
で
す
。

こ
れ
ら
の
局
を
受
信
し
て
い
る
人
に

は
、
事
前
に
あ
ら
ま
し
の
お
知
ら
せ
が

送
付
さ
れ
、
そ
の
後
工
事
開
始
の
２
カ

月
ほ
ど
前
に
工
事
申
請
書
が
届
け
ら
れ

る
予
定
で
す
。

寒
く
な
る
と
水
道
管
が
凍
っ
て
水
が

出
な
く
な
っ
た
り
、
破
裂
し
た
り
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

凍
結
を
防
ぐ
に
は
布
・
フ
ェ
ル
ト
な

ど
保
温
材
で
保
護
す
る
の
が
一
番
で

す
。
特
に
屋
外
に
露
出
し
て
い
る
水
道

管
に
は
注
意
が
必
要
で
す
。

●
凍
結
し
た
ら
…
水
道
管
に
直
接
熱
湯

を
か
け
な
い
で
タ
オ
ル
や
布
を
か

ぶ
せ
、
そ
の
上
か
ら
ぬ
る
ま
湯
を

ゆ
っ
く
り
か
け
て
く
だ
さ
い
。

●
破
裂
し
た
ら
…
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス

内
の
バ
ル
ブ
を
回
し
て
水
を
止
め
、

市
指
定
の
工
事
店
に
連
絡
を
し
て

修
繕（
有
料
）し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
チ
ャ

ン
ネ
ル
変
更
対
策
千
葉
地
域
受
信
対

策
セ
ン
タ
ー
（
7
０
１
２
０-

４
０
１-

３
９
８
）へ
。

水
道
管
の
凍
結
に
は

十
分
気
を
つ
け
て

冬
期
の
水
道

※
く
わ
し
く
は
市
水
道
部（
1
22-

０
２

６
９
）へ
。
な
お
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地

区
の
水
道
の
修
繕
は
、
県
水
道
局
成

田
支
所（
1
27-

２
２
３
１
）に
連
絡

を
。

佐原局 江戸崎局 成田局
現在→新チャンネル 現在→新チャンネル 現在→新チャンネル

NHK総合 29→52 50（変わらず） 30→51
NHK教育 32→44 48（変わらず） 28→49
日本テレビ 26→54 53→33 25→53
TBSテレビ 24→56 55→36 23→55
フジテレビ 22→58 57→43 21→57
テレビ朝日 20→60 59→45 19→59
テレビ東京 18→62 61→39 17→61
千葉テレビ 36→35 ― ―
新チャンネル開始 1月20日予定 4月上旬予定 5月予定
旧チャンネル終了 3月15日予定 5月中旬予定 7月予定

市指定給水装置工事事業者
（市内に事務所がある事業者）
名称 住所 電話番号

さくらエンジニアリング（株） 公津の杜2-38-10 27-8976
（有）船橋ポンプ 田町60-1 22-1040
川嶋設備興業（川嶋政和） 幸町1025 22-1263
伊藤設備工業（株） 本三里塚91 35-0230
（株）斉藤設備 橋賀台1-45-1 27-2141
鈴木水道（株） 馬橋2-19 22-1160
（有）鈴木商店 北須賀189 26-2451
池田建設工業（株） 並木町9-11 22-4765
富士設備（齊藤富二男） 米野232-11 26-8540
（株）ヤシマ 土屋1400 23-2841
（有）三橋設備 西和泉818 36-0322
進明設備工業（有） 三里塚262-53 35-2179
（有）稲垣水道工業 寺台444 22-5836
共立工業（株） 三里塚188 35-0311
第一空調（株） 並木町161-77 22-6125
（株）なかむら 不動ヶ岡2118 22-2279
ナリタ管工（有） 並木町207-9 24-2637
（株）アクア 並木町93-6 24-3580
三和総業（株） 東和田557 22-4156
（株）安藤総合設備 本三里塚175-28 35-7451
ウッドテック（株） 花崎町766-7 23-5721
（株）浮島工業 下福田150 23-5222
後藤工業（株） 押畑1207-1 24-0506
（株）海上 美郷台2-26-27 3F 24-5886
（株）サンショウ冷熱 西三里塚1-596 35-1117
成田空港施設（株） 三里塚1-2 32-6551
丸菱工業（株） 不動ヶ岡1918 22-2236
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相　談　名 期　日 時　間 場　所 問い合わせ先
市民（行政）相談 月～金曜日 08：30～17：00 市役所2階相談室 市民相談所120-1507
市民生活相談（家事・民事） 月・木曜日 09：00～16：00 〃 〃
法律相談（予約制）

水曜日 13：00～16：00 〃 〃
（裁判所で係争中の事件は除く）
もめごと・なやみごと・苦情相談

1月27日（火） 10：00～15：00 市役所2階201会議室 〃
（人権・行政相談）
不動産相談 1月20日（火） 10：00～12：00 〃 〃
税務相談 1月20日（火） 10：00～15：00 市役所2階相談室 〃
外国人相談

1月22日（木） 13：00～16：00 市役所2階201会議室 〃
（英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語）

市民よろず相談 1月17日（土） 13：00～16：00 中央公民館会議室
市民よろず相談事務局
作田義美さん（123-3286）

女性就業（内職）相談
水・金曜日 10：00～16：00 市役所2階女性就業相談室 商工観光課122-1111 内線2724

（来所前に要電話）
高齢者職業相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所2階高齢者職業相談室 商工観光課122-1111 内線2725
住宅相談（予約制）

2月12日（木） 10：00～12：00 成田商工会議所会議室
成田商工会議所122-2101

（新築・増改築などに関する相談） 2月9日（月）までに申し込みを
パートタイマー職業相談 月～金曜日 09：00～16：00 パートサテライト（商工会館１階） パートサテライト122-8281
消費生活相談 月～金曜日 10：00～16：00 消費生活センター（市役所2階） 消費生活センター123-1161
年金相談 水曜日 10：00～15：00 市役所1階相談室 保険年金課120-1526
交通事故相談 2月3日（火） 10：00～15：00 市役所2階201会議室 市民生活課120-1527
心配ごと相談 木曜日 10：00～15：00 保健福祉館会議室 社会福祉協議会127-7755
酒害相談 1月22日（木） 09：00～12：00 〃 〃

介護相談 2月12日（木） 14：00～16：00
セントアンナ在宅介護支援

高齢者福祉課120-1537
センター135-6071

家庭児童相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所1階家庭児童相談室 児童家庭課120-1538
戦没者遺族相談 1月26日（月） 10：00～15：00 市役所1階相談室 厚生課120-1536
健康体力相談 火曜日 09：00～12：00 市体育館 市体育館126-7251
就学相談（予約制） 月・火・木曜日 09：00～17：00 市役所5階会議室 教育指導課120-1582
教育相談（予約制） 火曜日 09：00～16：00 教育センター（市立図書館2階）教育センター120-6336

教育相談（不登校相談も） 月～金曜日 10：00～17：00
教育相談室

教育相談室128-3234
（ニュータウンセンタービル6階）

◆市・県民税（第4期分）
○ 納期…1月16日（金）～2月2日（月）
※くわしくは税務課（120-1513）へ。

◆国民健康保険税（第7期分）
◆介護保険料（第7期分）
○ 納期…1月16日（金）～2月2日（月）
※くわしくは保険年金課（120-1526）へ。

今 月 納 税の

平
成
15
年
中
に
支
払
っ
た
国
民
健
康

保
険
税
、
介
護
保
険
料（
普
通
徴
収
分
）

の
払
込
証
明
書
は
１
月
下
旬
に
送
付
し

ま
す
。
還
付
申
告
な
ど
で
、
そ
れ
以
前

に
証
明
書
が
必
要
な
人
は
、
次
の
窓
口

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
国
民
健
康
保
険
税
払
込
証
明
書
＝
税

務
課（
市
役
所
２
階
）

●
介
護
保
険
料
払
込
証
明
書
＝
保
険
年

金
課（
市
役
所
１
階
）

※
く
わ
し
く
は
税
務
課（
1
20-

１
５
１

３
）ま
た
は
保
険
年
金
課（
1
20-

１

５
２
６
）へ
。

な
お
、
国
民
年
金
保
険
料
の
払
込
確

認
書
は
発
送
さ
れ
ま
せ
ん
。
領
収
書
な

ど
を
紛
失
し
た
人
に
は
、
社
会
保
険
事

務
所
で
納
付
期
間
証
明
を
発
行
し
ま
す
。

最
近
、
駅
周
辺
ば
か
り
で
な
く
、
住

宅
街
で
も
迷
惑
駐
車
が
増
え
苦
情
な
ど

が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

迷
惑
駐
車
は
緊
急
車
両
な
ど
の
通
行

の
妨
げ
に
な
り
、
事
故
の
原
因
に
も
な

る
な
ど
、
市
民
生
活
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り

街
頭
啓
発
を
行
う
な
ど
、
運
転
者
の
意

識
改
革
に
努
め
た
り
、
警
察
へ
通
報

し
、
取
り
締
ま
り
を
強
化
し
て
も
ら
っ

た
り
し
て
い
ま
す
。

迷
惑
駐
車
を
す
る
人
に
は
、
周
辺
住

民
も
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
迷
惑
駐
車

を
無
く
す
た
め
、
地
域
の
み
な
さ
ん
で

話
し
合
う
な
ど
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

迷
惑
駐
車
は
運
転
者
一
人
ひ
と
り
の

モ
ラ
ル
や
良
心
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
駐
車
を
す
る
場
合
は
、
最
寄
り
の

駐
車
場
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

申
告
用
証
明
書
を

１
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料

※
く
わ
し
く
は
千
葉
社
会
保
険
事
務
局

佐
原
事
務
所
（
1
０
４
７
８-

55-

１
６

６
１
）へ
。

困
り
ま
す
！

自
分
勝
手
な
迷
惑
駐
車

住
宅
街
の
違
法
駐
車

※
く
わ
し
く
は
市
民
生
活
課（
1
20-

１

５
２
７
）へ
。


